
「ＣＢプランコンペおおさか」募集要項 

 

大 阪 市 経 済 局 

（委託先［事務局］） 

 特定非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター 

 
「ＣＢプランコンペおおさか」は、社会的課題の解決をめざすコミュニティ・ビジ

ネス（以下、「ＣＢ」といいます。）の事業プランを事業化しようとしている個人や団

体を応援し表彰します。新たなＣＢのプランをお持ちの個人、団体、企業等の方々に

発表の機会を提供するとともに、優れたプランの表彰をはじめ、さまざまな支援を行

う事業です。 
社会の変革をめざす意気込みをお持ちの方々のアイデアを、次の要領により広く募

集します。 
【主催】大阪市 
【委託先（事務局）】特定非営利活動法人 大阪ＮＰＯセンター 
【協力】大阪商工会議所、社団法人関西ニュービジネス協議会 

 
 賞 ： グランプリ １本  （副賞３０万円） 
     準グランプリ１本  （副賞１０万円） 
     特別賞   ２本  （副賞 ５万円） 

※ 副賞については、大阪ＮＰＯセンターの市民社会創造基金「“志”民 

ファンド」より提供されます。 

 
１ 対象事業 

地域や社会の課題を解決するＣＢプラン 
なお、本事業でいう「コミュニティ・ビジネス（ＣＢ）」とは、まちのにぎわいづ

くりや高齢者支援、子育て、環境保全など、地域や社会の課題を解決するための取り

組みを、ビジネス的手法で展開する事業とします。 
 
２ 応募資格 

大阪市内を活動地域として新しくＣＢを始めようとする個人や団体であり、当該ビ

ジネスプランで開業もしくは新規事業展開することを前提としたものであること。 
 
【具体的な要件について】 
 ●本事業でいう「ビジネスプラン」とは、製品・商品の販売やサービスの提供によ

り、利用者等から対価を得て継続的に実施する事業とし、寄付や会費のみで実施

される事業や行政機関からの委託・助成などによりサービスを提供する事業、短

期間の事業は対象となりません。 
 
 
 



●申請日時点において、既に事業を実施しているビジネスプランについては対象に

ならない場合があります。 

※「既に事業を実施している」とは、応募しようとするビジネスプランにおいて 
想定する顧客層に対して、広く製品・商品の販売、サービスの提供等を常態的 
に行っている状態をいいます。 

※主に市場・ニーズ調査的な目的で行う試作品の販売、イベント等でのスポット

販売、限定エリアでの販売・サービスの提供などのケースについては、申請日

時点で既に実施している場合であっても本事業に応募することができます。 
●申請日時点において事業を実施していないビジネスプランであっても、本市をは

じめ他の行政機関、支援機関等からの表彰を受けるなど、当該ビジネスプランが

既に広く一般に認知されていると本市が認めるものについては、本事業に応募で

きないことがあります。 

●事業主体の法人格は問いません。 
※各種法人（社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、株式会

社、有限会社、有限責任事業組合（LLP）、合同会社（LLC）など）、組合、ボ

ランティアグループ、任意団体、個人などの応募が可能です。 
●なお、受付後に応募要件に抵触することが判明した場合は、応募を取り消すこと

がありますので、あらかじめご留意ください。 
 
３ 選考方法 

有識者で構成する「ＣＢプランコンペおおさか選考委員会」において、次の方法で

審査し、選定します。 
（具体的な日時等については、対象者に別途通知します。） 
●１次選考（書類審査）      ９月２４日（金） 

 ●２次選考（プレゼンテーション） １１月２６日（金） 
 ●最終選考（プレゼンテーション） １２月  （予定） 
  ※なお、１次選考をパスされた方は２次選考（11 月 26 日）に、また、２次選考

をパスされた方は最終選考（12 月）に必ず参加していただきます。 
 
４ 選考基準 

●事業の公益性 
●事業の新規性・独創性 
●事業遂行力 
●課題解決への貢献度・波及効果 

などの審査の視点のもと、総合的に評価し、選考します。 
 

５ 募集期間 

平成２２年７月１２日（月）～９月１５日（水）【必着】 
※受付時間：平日の１０：００～１８：００（９月１５日のみ１７：００必着） 
ただし、祝祭日及び８月１３日～１６日を除く。 

 



６ 応募方法 

大阪ＮＰＯセンターホームページ（http://www.osakanpo-center.com/）から申請書

をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、「８ 応募書類の提出先・問い合わせ先」

に記載の提出先へ直接持参してください。 
 

７ 応募時に必要な書類 
●「ＣＢプランコンペおおさか事業申請書」  １部 

（「６ 応募方法」でダウンロードした所定様式の申請書に必要事項を記入した

もの）  
※提出いただいた応募書類については返却いたしませんので、あらかじめご了承 
ください。 

 
８ 応募書類の提出先及び問い合わせ先 

特定非営利活動法人 大阪ＮＰＯセンター 
〒５５３－０００６  
大阪市福島区吉野４－２９－２０ 大阪ＮＰＯプラザ２０１号 
ＴＥＬ：０６－６４６０－０２６８  
ＦＡＸ：０６－６４６０－０２６９ 
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